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≪医療費控除について≫
Ｑ1．医療費控除とはどのようなものですか？
Ａ．医療費控除とは所得控除の1つで、1年間に10
万円（所得金額の合計額が200万円未満の人は、所
得金額の合計額の5％相当額）以上の医療費を支
払った場合に、確定申告をすると税の負担を軽減
できます。例えば、所得金額が160万円の場合、医
療費が8万以上であれば対象となります。
※支払った医療費が返金されるというものでは
なく、所得額から控除して税額を計算し、既に納
めた税額と納めるべき税額を比べた上で、納付ま
たは還付するというものです。
※各自が事前に領収書などを集計しておくこと
で、受け付けがスムーズにできますので、ご協力
お願いいたします。

Ｑ2．通院のための交通費（公共交通機関の料金な
ど）は医療費控除の対象になりますか？
Ａ．なります。申告の際に利用した日付や金額な
どを集計し領収書と一緒に提出してください。

　なお、タクシー代は、やむを得ない事情がある
場合は対象となります。
Ｑ3．寝たきりの方のおむつ代は医療費控除の対
象になりますか？
Ａ．なります。初めてこの控除を受ける年は「おむ
つ使用証明書」を医師に作成してもらい添付して
ください。2年目以降は介護保険係で発行します。
Ｑ4．かぜ薬の購入費用は医療費控除の対象とな
りますか？
Ａ．なります。医薬品の購入費用は、治療または療
養に必要で、その病状などに応じて一般的に支出
される水準を著しく超えない金額であれば対象
となります。

≪その他≫
Ｑ5．障害者控除はどのような方に認められるの
ですか？
Ａ．身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦
傷病者手帳、市町村が発行する障害者控除対象者
認定書を持っている方です。
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申告書はホームページから
自宅で簡単作成、郵送などで提出‼

　国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】
の「確定申告書等作成コーナー」では画面の案
内に沿って金額などを入力すれば税額などが
自動計算され、所得税や復興特別所得税の申告
書などが、いつでも自宅で簡単に作成できます。
　作成した確定申告書は、印刷して郵送などで
提出できるので、税務署に出掛ける必要がなく
大変便利です。
　確定申告書の作成には自動計算で簡単・便利
な「確定申告書等作成コーナー」をぜひ、ご利用
ください。
※「確定申告書作成コーナー」から、そのままe‐
Taxで送信することもできます…e‐Taxの利用
に当たっては、電子証明書が付いた住民基本台
帳カード（ICカード）およびICカードリーダラ
イタが必要です。

市民の皆さんから問い合わせの
多い申告内容についてお答えします
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